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Ⅸ 生産農業所得の部

解 説

この部には農業産出額及び生産農業所得に関する統計について収録した。

農業産出額及び生産農業所得統計作成の概要

都道府県推計における生産農業所得統計は、各都道府県の農業生産の実態を価値額として把握し、農政の企画・

推進、地域振興計画の策定、農業振興諸施策の実施等のための資料を提供することを目的として、全国の都道府

県を推計単位とし、農産物の生産量及び価格に関する諸統計を用いて推計したものである。

１ 農業産出額の推計方法

農業産出額は、推計期間である当該年（暦年）における都道府県別の品目毎の生産数量に品目毎の農家庭先

販売価格（消費税を含む）を乗じて求めたものであり、農産物とこれらを原料とする加工農産物とを区分して

次の方法により算出した。

個別農産物の産出額＝個別農産物生産数量×個別農産物農家庭先販売価格

個別加工農産物の産出額＝（個別加工農産物の生産数量×個別加工農産物の農家庭先販売価格）－

（個別加工農産物の原料数量×個別加工農産物の原料の農家庭先販売価格）

なお、自都道府県で生産され農業へ再投入したものは産出額から控除し、他都道府県へ販売したもの及び他

都道府県から購入したものは産出額に含む。

２ 推計期間

毎年１月１日～同年12月31日までの１か年間

ただし、暦年をまたがって生産される野菜、果実等については、「作物統計調査」で定めている年産区分と

した。

３ 推計の範囲

推計の対象とした品目の範囲は、原則として平成21年の当該都道府県の産出額がおおむね１億円以上のもの

とした。

また、種苗、桑、子豚、ひな等の中間生産物のうち、他都道府県へ販売されたものも推計の範囲に含めた。

これは、当該都道府県における生産の価値を当該都道府県に帰属させるためのものである。

４ 品目別生産数量

推計期間内に生産された品目別生産量は、主として生産量統計を基礎資料として、収穫量から再び農業へ

投下される種子・飼料等の数量を控除した数量である。

５ 品目別農家庭先販売価格

品目別農家庭先販売価格は、農業経営統計調査又は農業物価統計調査、市場統計調査等を用いて推計した。

６ 生産農業所得の推計方法

生産農業所得は、農業産出額に農業経営統計調査の経営形態別経営統計及び営農類型別経営統計から産出し

た当該都道府県の所得率を部門別に乗じ、戸別所得補償モデル対策、中山間地域等直接支払交付金並びに水田・

畑作経営所得安定対策のうち、過去の生産実績に基づく支払い及び収入減少緩和対策交付金を加算して求めた。

７ 農業の生産性指標

「農家１戸当たり生産農業所得」は、生産農業所得を直近年の農林業センサス結果の総農家数で除して求め

た。

「耕地10a当たり生産農業所得」は、生産農業所得を耕地面積（当該年の７月15日現在の面積）で除して求

めた。

これらの値は、便宜的に計算した参考値であり、利用に当たっては注意されたい。

また、生産農業所得に、林業産出額のうち「栽培きのこ類」の産出額を加算した額を参考値として掲載した。
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８ 利用上の注意事項

この統計表の実額は、名目金額で表示しており、物価の変動分は除去していないので、この統計を時系列で

利用する場合は、農業物価指数などを利用する必要がある。

また、もやしについては、日本標準産業分類に合わせて野菜に含めた。


